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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　インク液室内のインクをノズルより噴射して画像を形成するインクジェットヘッドにお
いて、前記インク液室にインクを供給するインク流路の途中にフィルタ室を有し、かつ、
該フィルタ室の上流側に前記フィルタ室へのインクの流れを分割する中間部材を有し、前
記中間部材は上流側からフィルタ室内壁を伝わりフィルタに達する経路長と、上流側から
前記中間部材を伝わりフィルタに達する経路長とが同等となる形状であることを特徴とす
るインクジェットヘッド。
【請求項２】
　前記中間部材は前記フィルタに接触して設けられることを特徴とする請求項１に記載の
インクジェットヘッド。
【請求項３】
　前記中間部材は前記フィルタ室の容積を略等分に分割することを特徴とする請求項１又
は２に記載のインクジェットヘッド。
【請求項４】
　前記中間部材と前記フィルタで挟まれた空間が下流ほど広がっていることを特徴とする
請求項１乃至３のいずれかに記載のインクジェットヘッド。
【請求項５】
　前記中間部材の表面と前記フィルタ室の内壁に親水処理がなされていることを特徴とす
る請求項１乃至４のいずれかに記載のインクジェットヘッド。
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【請求項６】
　前記中間部材と前記フィルタ室の内壁と前記フィルタで囲まれた空間がインク充填方向
に対して対称形であることを特徴とする請求項１乃至５のいずれかに記載のインクジェッ
トヘッド。
【請求項７】
　前記中間部材の濡れ性が前記フィルタ室の内壁の濡れ性と略等しいことを特徴とする請
求項１乃至６のいずれかに記載のインクジェットヘッド。
【請求項８】
　インク液室内のインクをノズルより噴射して画像を形成するインクジェットヘッドにお
いて、前記インク液室にインクを供給するインク流路の途中にフィルタ室を有し、かつ、
フィルタ室外部からの圧力で該フィルタ室の充填容積を変化させる中間部材を有し、該フ
ィルタ室内のフィルタを通して前記インク液室にインクを供給するインク充填時、前記中
間部材により前記フィルタ室のフィルタ上流側の充填容積を減少させることを特徴とする
インクジェットヘッド。
【請求項９】
　前記中間部材は膨張，収縮する部材であり、膨張時に該中間部材が前記フィルタに接触
することを特徴とする請求項８に記載のインクジェットヘッド。
【請求項１０】
　前記中間部材は前記フィルタとの接触部に補強部材が形成されていることを特徴とする
請求項９に記載のインクジェットヘッド。
【請求項１１】
　前記中間部材が前記フィルタ室の壁面に形成された弾性体であることを特徴とする請求
項８に記載のインクジェットヘッド。
【請求項１２】
　前記中間部材の表面あるいは前記フィルタ室の内壁に凹凸あるいは溝が形成されている
ことを特徴とする請求項８に記載のインクジェットヘッド。
【請求項１３】
　インク液室内のインクをノズルより噴射して画像を形成するインクジェットヘッドにお
いて、前記インク液室にインクを供給するインク流路の途中にフィルタ室を有し、かつ、
インクの流れる複数の開口が設けられた中間部材をフィルタ室内のフィルタ上流側のイン
ク流れ方向に複数設け、上流側ほど該中間部材の開口径が大きくなっており、前記開口に
メニスカスを形成したインクが一旦保持された後にフィルタにインクが充填されることを
特徴とするインクジェットヘッド。
【請求項１４】
　前記中間部材は複数の開口を有し、該開口の開口径が前記フィルタの開口径よりも大き
いことを特徴とする請求項１３に記載のインクジェットヘッド。
【請求項１５】
　前記中間部材が前記フィルタに近接して設けられることを特徴とする請求項１３又は１
４に記載のインクジェットヘッド。
【請求項１６】
　前記中間部材が前記フィルタに平行に設けられることを特徴とする請求項１３乃至１５
のいずれかに記載のインクジェットヘッド。
【請求項１７】
　前記中間部材が金属製であることを特徴とする請求項１３乃至１６のいずれかに記載の
インクジェットヘッド。
【請求項１８】
　請求項１乃至１７のいずれかに記載のインクジェットヘッドを搭載したインクジェット
記録装置。
【請求項１９】
　インク液室内のインクをノズルより噴射して画像を形成するインクジェットヘッドであ
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って、前記インク液室にインクを供給するインク流路の途中にフィルタ室を有するインク
ジェットヘッドにインクを充填するインク充填方法において、前記フィルタ室のフィルタ
の上流側にフィルタ室外部からの圧力で前記フィルタ室の充填容積を変化させる中間部材
を有し、該中間部材を膨張させた状態でインクの充填動作を開始し、該中間部材を収縮し
た後に前記インク充填動作を終了させることを特徴とするインクジェットヘッドのインク
充填方法。
【請求項２０】
　前記中間部材は膨張，収縮する部材であり、膨張時に該中間部材を前記フィルタに接触
させることを特徴とする請求項１９に記載のインクジェットヘッドのインク充填方法。
【請求項２１】
　インク液室内のインクをノズルより噴射して画像を形成するインクジェットヘッドであ
って、前記インク液室にインクを供給するインク流路の途中にフィルタ室を有するインク
ジェットヘッドにインクを充填するインク充填方法において、前記フィルタ室の上流側に
複数の開口を有する中間部材を前記開口の一方の側を前記フィルタに近接対向して有し、
インク充填開始時、前記フィルタの下流側を負圧にし、前記開口の他方の側から前記中間
部材にインクを供給して前記開口の前記一方の側にメニスカスを形成し、次いで、前記負
圧を高くして前記メニスカスを形成しているインクを前記フィルタに接触させるようにし
たことを特徴とするインクジェットヘッドにおけるインク充填方法。
【請求項２２】
　フィルタを通すことによって液体中の異物を除去するフィルタリング装置において、前
記フィルタが配設されたフィルタ室内のフィルタの上流側に前記フィルタ室へのインクの
流れを分割する中間部材を有し、前記中間部材は上流側からフィルタ室内壁を伝わりフィ
ルタに達する経路長と、上流側から前記中間部材を伝わりフィルタに達する経路長とが同
等となる形状であることを特徴とするフィルタリング装置。
【請求項２３】
　フィルタを通すことによって液体中の異物を除去するフィルタリング装置において、前
記フィルタが配設されたフィルタ室内のフィルタの上流側にフィルタ室外部からの圧力で
前記フィルタ室の充填容積を変化させる中間部材を有し、該フィルタ室への液体充填時、
前記中間部材により前記フィルタ室のフィルタ上流側の充填容積を減少させることを特徴
とするフィルタリング装置。
【請求項２４】
　前記中間部材は膨張，収縮する部材であり、膨張時に該中間部材が前記フィルタに接触
することを特徴とする請求項２３に記載のフィルタリング装置。
【請求項２５】
　前記中間部材が前記フィルタ室の壁面に形成された弾性体であることを特徴とする請求
項２３に記載のフィルタリング装置。
【請求項２６】
　フィルタを通すことによって液体中の異物を除去するフィルタリング方法において、フ
ィルタが配設されたフィルタ室内の前記フィルタの上流側にフィルタ室外部からの圧力で
前記フィルタ室の容積を変化させる中間部材を有し、該中間部材によってフィルタ室の容
積を小さくした状態で液体の充填を開始し、その後、前記フィルタ室の容積を大きくする
ことを特徴とするフィルタリング方法。
【請求項２７】
　前記中間部材は膨張，収縮する部材であり、膨張時に該中間部材を前記フィルタに接触
させることを特徴とする請求項２６に記載のフィルタリング方法。
【請求項２８】
　請求項１乃至１７のいずれかに記載のインクジェットヘッドを搭載した液滴吐出装置。
【請求項２９】
　請求項１乃至１７のいずれかに記載のインクジェットヘッドを搭載した画像形成装置。
【発明の詳細な説明】
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【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は、インクを噴射して記録を行うためのインクジェットヘッド、該インクジェッ
トヘッドを用いた装置、該インクジェットヘッドにインクを充填するためのインク充填装
置及びインク充填方法、更には、液体中の異物を除去するフィルタリング装置及びフィル
タリング方法に関し、例えば、プリンタ，複写機，ＦＡＸ等に用いられる。
【０００２】
【従来の技術】
オンデマンド型のインクジェット記録技術には、インクを充填した液室の壁の一部に振動
板を設け、該振動板を変位させ液室内の体積を変化させて該液室内の圧力を高めてインク
を吐出する方式や、液室内に通電によって発熱する発熱体を設けて、発熱体の発熱により
生じる気泡によって液室内の圧力を高めてインクを吐出する方式が広く知られている。
【０００３】
近年では、インクジェットプリンタの低価格化，高画質化、更には、一般家庭へのパソコ
ンの普及などによりインクジェットプリンタが様々な用途で数多く使用されている。イン
クジェットプリンタにおける大きな技術課題の一つとして高速化があり、この課題に対し
ては、インク吐出用の能動素子の駆動周波数の向上やノズル数，ヘッド数の増加などが行
われている。このような高速印字を実現する上で、インクジェットヘッドに供給するイン
ク流量の増大が不可避である。
【０００４】
このインク流量の増大に伴い、インクジェットヘッドにインクを供給するインク供給部材
の流路の抵抗値を小さくする必要が生じる。インクジェットヘッドの流路は、この抵抗値
を考慮して設計されるが、その他に考慮される大きな要素に気泡の問題がある。流路内に
気泡があり、印字中に気泡がインクジェットヘッド内に流入すると、インクがノズルから
噴射しない状態となり異常画像となる。
【０００５】
このような、インクジェットヘッドへの気泡混入の他に、気泡が問題となる部位としては
、特開平１１－２７７７６２号公報にも記載されているように、フィルタ部がある。フィ
ルタは、上流側からの微細なごみがインクジェットヘッドに流れ込むことによる印写不良
を防止する目的でインク流路内に設けられる。通常は、数ミクロンのパーティクルをほぼ
１００％取り込むろ過能力を有するものがインクジェットヘッドには用いられるが、その
ために、フィルタが大きな流体抵抗となる。
【０００６】
前述のように、大流量のインク供給を達成する上においては、フィルタサイズを大きくす
ることが必要となるが、フィルタが大きくなるほどインクの充填性が悪くなりフィルタ部
に気泡が多く残留する。この気泡がフィルタに接触して膜を形成すると、その部分をイン
クが流れなくなるため流体抵抗が大きくなり、インク供給量が不足する不具合が発生する
。また、印字中にフィルタを気泡が抜けてインクジェットヘッドに流入しても印字品質に
悪影響を及ぼす結果となる。
【０００７】
【発明が解決しようとする課題】
　本発明は、上述のごとき実情に鑑みてなされたものであり、インクジェットヘッドのイ
ンク供給経路中に設けられるフィルタ部のインク充填性の向上を目的とするものであり、
特に、大面積フィルタを形成したフィルタ室において良好な充填性を確保することで信頼
性の高い高速インクジェット記録装置、液滴吐出装置及び画像形成装置を実現することを
目的とするものである。
【０００８】
以下に、本発明が解決しようとする課題を具体的に列挙する。
・インクジェットヘッドに設けられるフィルタ室に中間部材を設け、フィルタ室のインク
充填性を向上する。
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・フィルタ室内の中間部材によりインクの流れを分割することでフィルタ近傍部の充填容
積を減らし、インク充填性を向上する。
・フィルタ室内の中間部材により該フィルタ室の充填空間を分離して、インクの充填性を
向上する。
・フィルタ近傍の充填空間を略等しくすることで、分割された各充填空間を平均化し、充
填性を向上する。
・気泡の上昇を助長し、フィルタ近傍での気泡の残留を防止する。
・フィルタ室内壁及び中間部材の表面に沿ってインクがフィルタに到達する時間を略等し
くして、フィルタ室のインク充填性を向上する。
・インクの流れ抑制機能を有する中間部材を用いてフィルタ室をインクで良好に充填する
ための充填方法を提供する。
・中間部材とフィルタの間隔を等しくして充填をフィルタ全面に均一に行う。
・フィルタ室が大型の場合にも良好な充填性を確保する。
・フィルタ室に容積変化を生ぜしめる中間部材を用いてフィルタ室をインクで良好に充填
するための充填方法を提供する。
・充填時に充填空間を小さくすることにより充填性を向上する。
・充填時に充填空間を小さくし良好な充填性を得るとともに、充填後、充填空間を大きく
して気泡トラップ空間を形成する。
・フィルタ室の充填空間を分離して、インクの充填性を向上する。
・中間部材のフィルタとの接触部を補強することにより、中間部材の耐久性を向上する。
・中間部材の変形によるインク供給路の閉塞を回避する。
・インクの充填の際の液面を適正化して充填性を向上する。
・中間部材の上流側のインク充填性を向上する。
・充填空間を狭くして充填性を向上する。
・安価で組立性の良い中間部材を実現する。
・充填信頼性が高いインクジェットヘッドを実現する。
・信頼性が高く高速記録可能なインクジェット記録装置を実現する。
・充填性の良好なフィルタリング方法及び装置を実現する。
【０００９】
【課題を解決するための手段】
　請求項１の発明は、インク液室内のインクをノズルより噴射して画像を形成するインク
ジェットヘッドにおいて、前記インク液室にインクを供給するインク流路の途中にフィル
タ室を有し、かつ、該フィルタ室の上流側に前記フィルタ室へのインクの流れを分割する
中間部材を有し、前記中間部材は上流側からフィルタ室内壁を伝わりフィルタに達する経
路長と、上流側から前記中間部材を伝わりフィルタに達する経路長とが同等となる形状で
あることを特徴としたものである。
【００１１】
　請求項２の発明は、請求項１の発明において、前記中間部材は前記フィルタに接触して
設けられることを特徴としたものである。
【００１２】
　請求項３の発明は、請求項１又は２の発明において、前記中間部材は前記フィルタ室の
容積を略等分に分割することを特徴としたものである。
【００１３】
　請求項４の発明は、請求項１乃至３のいずれかの発明において、前記中間部材と前記フ
ィルタで挟まれた空間が下流ほど広がっていることを特徴としたものである。
【００１４】
　請求項５の発明は、請求項１乃至４のいずれかの発明において、前記中間部材の表面と
前記フィルタ室の内壁に親水処理がなされていることを特徴としたものである。
【００１５】
　請求項６の発明は、請求項１乃至５のいずれかの発明において、前記中間部材と前記フ
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ィルタ室の内壁と前記フィルタで囲まれた空間がインク充填方向に対して対称形であるこ
とを特徴としたものである。
【００１６】
　請求項７の発明は、請求項１乃至６のいずれかの発明において、前記中間部材の濡れ性
が前記フィルタ室の内壁の濡れ性と略等しいことを特徴としたものである。
【００１７】
　請求項８の発明は、インク液室内のインクをノズルより噴射して画像を形成するインク
ジェットヘッドにおいて、前記インク液室にインクを供給するインク流路の途中にフィル
タ室を有し、かつ、フィルタ室外部からの圧力で該フィルタ室の充填容積を変化させる中
間部材を有し、該フィルタ室内のフィルタを通して前記インク液室にインクを供給するイ
ンク充填時、前記中間部材により前記フィルタ室のフィルタ上流側の充填容積を減少させ
ることを特徴としたものである。
【００１８】
　請求項９の発明は、請求項８の発明において、前記中間部材は膨張，収縮する部材であ
り、膨張時に該中間部材が前記フィルタに接触することを特徴としたものである。
【００１９】
　請求項１０の発明は、請求項９の発明において、前記中間部材は前記フィルタとの接触
部に補強部材が形成されていることを特徴としたものである。
【００２０】
　請求項１１の発明は、請求項８の発明において、前記中間部材が前記フィルタ室の壁面
に形成された弾性体であることを特徴としたものである。
【００２１】
　請求項１２の発明は、請求項８の発明において、前記中間部材の表面あるいは前記フィ
ルタ室の内壁に凹凸あるいは溝が形成されていることを特徴としたものである。
【００２２】
　請求項１３の発明は、インク液室内のインクをノズルより噴射して画像を形成するイン
クジェットヘッドにおいて、前記インク液室にインクを供給するインク流路の途中にフィ
ルタ室を有し、かつ、インクの流れる複数の開口が設けられた中間部材をフィルタ室内の
フィルタ上流側のインク流れ方向に複数設け、上流側ほど該中間部材の開口径が大きくな
っており、前記開口にメニスカスを形成したインクが一旦保持された後にフィルタにイン
クが充填されることを特徴としたものである。
【００２３】
　請求項１４の発明は、請求項１３の発明において、前記中間部材は複数の開口を有し、
該開口の開口径が前記フィルタの開口径よりも大きいことを特徴としたものである。
【００２４】
　請求項１５の発明は、請求項１３又は１４の発明において、前記中間部材が前記フィル
タに近接して設けられることを特徴としたものである。
【００２５】
　請求項１６の発明は、請求項１３乃至１５のいずれかの発明において、前記中間部材が
前記フィルタに平行に設けられることを特徴としたものである。
【００２７】
　請求項１７の発明は、請求項１３乃至１６のいずれかの発明において、前記中間部材が
金属製であることを特徴としたものである。
【００２８】
　請求項１８、２８あるいは２９の発明は、請求項１乃至１７のいずれかのインクジェッ
トヘッドを搭載したものである。
【００２９】
　請求項１９の発明は、インク液室内のインクをノズルより噴射して画像を形成するイン
クジェットヘッドであって、前記インク液室にインクを供給するインク流路の途中にフィ
ルタ室を有するインクジェットヘッドにインクを充填するインク充填方法において、前記
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フィルタ室のフィルタの上流側にフィルタ室外部からの圧力で前記フィルタ室の充填容積
を変化させる中間部材を有し、該中間部材を膨張させた状態でインクの充填動作を開始し
、該中間部材を収縮した後に前記インク充填動作を終了させることを特徴としたものであ
る。
【００３０】
　請求項２０の発明は、請求項１９の発明において、前記中間部材は膨張，収縮する部材
であり、膨張時に該中間部材を前記フィルタに接触させることを特徴としたものである。
【００３２】
　請求項２１の発明は、インク液室内のインクをノズルより噴射して画像を形成するイン
クジェットヘッドであって、前記インク液室にインクを供給するインク流路の途中にフィ
ルタ室を有するインクジェットヘッドにインクを充填するインク充填方法において、前記
フィルタ室の上流側に複数の開口を有する中間部材を前記開口の一方の側を前記フィルタ
に近接対向して有し、インク充填開始時、前記フィルタの下流側を負圧にし、前記開口の
他方の側から前記中間部材にインクを供給して前記開口の前記一方の側にメニスカスを形
成し、次いで、前記負圧を高くして前記メニスカスを形成しているインクを前記フィルタ
に接触させるようにしたことを特徴としたものである。
【００３３】
　請求項２２の発明は、フィルタを通すことによって液体中の異物を除去するフィルタリ
ング装置において、前記フィルタが配設されたフィルタ室内のフィルタの上流側に前記フ
ィルタ室へのインクの流れを分割する中間部材を有し、前記中間部材は上流側からフィル
タ室内壁を伝わりフィルタに達する経路長と、上流側から前記中間部材を伝わりフィルタ
に達する経路長とが同等となる形状であることを特徴としたものである。
【００３５】
　請求項２３の発明は、フィルタを通すことによって液体中の異物を除去するフィルタリ
ング装置において、前記フィルタが配設されたフィルタ室内のフィルタの上流側にフィル
タ室外部からの圧力で前記フィルタ室の充填容積を変化させる中間部材を有し、該フィル
タ室への液体充填時、前記中間部材により前記フィルタ室のフィルタ上流側の充填容積を
減少させることを特徴としたものである。
【００３６】
　請求項２４の発明は、請求項２３の発明において、前記中間部材は膨張，収縮する部材
であり、膨張時に該中間部材が前記フィルタに接触することを特徴としたものである。
【００３７】
　請求項２５の発明は、請求項２３の発明において、前記中間部材が前記フィルタ室の壁
面に形成された弾性体であることを特徴としたものである。
【００３８】
　請求項２６の発明は、フィルタを通すことによって液体中の異物を除去するフィルタリ
ング方法において、フィルタが配設されたフィルタ室内の前記フィルタの上流側にフィル
タ室外部からの圧力で前記フィルタ室の容積を変化させる中間部材を有し、該中間部材に
よってフィルタ室の容積を小さくした状態で液体の充填を開始し、その後、前記フィルタ
室の容積を大きくすることを特徴としたものである。
【００４１】
　請求項２７の発明は、請求項２６の発明において、前記中間部材は膨張，収縮する部材
であり、膨張時に該中間部材を前記フィルタに接触させることを特徴としたものである。
【００４３】
【発明の実施の形態】
図１は、本発明が適用されるインクジェット記録装置の要部構成斜視図、図２は、図１に
示したインクジェット記録装置の内部構成を説明するための側面構成図で、このインクジ
ェット記録装置は、記録装置本体１の内部に主走査方向（矢印Ａ方向）に移動可能なキャ
リッジ１３、該キャリッジ１３に搭載したインクジェットヘッド１４、該インクジェット
ヘッド１４へインクを供給するインクカートリッジ１５等で構成される印字機構部２等を
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収納し、記録装置本体１の下方部には前方側から多数枚の用紙３を積載可能な給紙カセッ
ト（或いは給紙トレイでもよい）４を抜き差し自在に装着することができ、また、用紙３
を手差しで給紙するための手差しトレイ５を開倒することができ、給紙カセット４或いは
手差しトレイ５から給送される用紙３を取り込み、印字機構部２によって所要の画像を記
録した後、後面側に装着された排紙トレイ６に排紙する。
【００４４】
印字機構部２は、図示しない左右の側板に横架したガイド部材である主ガイドロッド１１
と従ガイドロッド１２とでキャリッジ１３を主走査方向（図２で紙面垂直方向）に摺動自
在に保持し、このキャリッジ１３にはイエロー（Ｙ）、シアン（Ｃ）、マゼンタ（Ｍ）、
ブラック（Ｂｋ）の各色のインク滴を吐出するインクジェットヘッド１４を、複数のイン
ク吐出口を主走査方向と交叉する方向に配列し、インク滴吐出方向を下方に向けて装着し
ている。
【００４５】
記録時には、キャリッジ１３を移動させながら画像信号に応じてインクジェットヘッド１
４を駆動することにより、停止している用紙３にインクを吐出して１行分を記録し、用紙
３を所定量搬送後次の行の記録を行う。記録終了信号または用紙３の後端が記録領域に到
達した信号を受けることにより、記録動作を終了させ用紙３を排紙する。
【００４６】
また、キャリッジ１３の移動方向右端側の記録領域を外れた位置には、インクジェットヘ
ッド１４の吐出不良を回復するための回復装置１６を配置している。回復装置１６は、周
知のように、キャップ手段と吸引手段とクリーニング手段を有している。キャリッジ１３
は、印字待機中は、この回復装置１６側に移動されてキャッピング手段でインクジェット
ヘッド１４がキャッピングされ、吐出口部を湿潤状態に保つことによりインク乾燥による
吐出不良を防止する。また、記録途中などに記録と関係しないインクを吐出することによ
り、全ての吐出口のインク粘度を一定にし、安定した吐出性能を維持する。
【００４７】
インクカートリッジ交換時や吐出不良が発生した場合等には、キャッピング手段でインク
ジェットヘッド１４の吐出口を密封し、チューブを通して吸引手段で吐出口からインクと
ともに気泡等を吸い出し、吐出口面に付着したインクやゴミ等はクリーニング手段により
除去され、吐出不良が回復される。また、吸引されたインクは、本体下部に設置された廃
インク溜（図示せず）に排出され、廃インク溜内部のインク吸収体に吸収保持される。
【００４８】
図３は、本発明によるインクジェットヘッドの基本構成を示す分解図、図４は図３に示し
たインクジェットヘッドを静電駆動方式とした場合の、組立後のＸ－Ｘ線断面詳細図で、
図中、２１は液室基板、２２は電極基板、２３はノズル板、２４は配電部材、２５はイン
ク流路を構成する第１の部材、２６はインク流路を構成する第２の部材、２７はフィルタ
、２８ａ，２８ｂはインク流路、２９は配電部材用貫通穴、４０は中間部材で、図４に示
すように、複数のインク加圧室３２を含む液室基板２１が電極基板２２とノズル板２３に
接合されてインクジェットヘッド部２０が形成されている。
【００４９】
インクジェットヘッドの裏面にはインク供給部材の第１の部材２５が接合され、インク流
路２８ｂから流体抵抗３１を介して両列の加圧液室３２にインクが供給される。加圧液室
３２の一面は振動板３３を兼ねており、周知のように、電極基板２２に配電部材２４によ
り電圧信号を印加することにより、電極基板２２と振動板３３の間に静電引力が発生し、
振動板３３を変位させて加圧液室３２の内圧を変化させ、ノズル３４からインクを吐出さ
せる。
【００５０】
本インクジェットヘッドは、小型化，高速化のため、必然的にノズル数が多くなり、それ
に伴い、図３に示すように、インクジェットヘッドは細長く且つ偏平な構造体となってい
る。インク供給部材は、第１の部材２５と第２の部材２６の２部品からなり、両者の間に
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フィルタ２７が設けられてフィルタ室３５を形成している。フィルタ室３５を形成するイ
ンク供給部材２５，２６には様々な材料を用いることが可能であるが、量産性，フィルタ
固定等の面で樹脂材料が優れている。フィルタ２７は、インク中の異物がインクジェット
ヘッド２０内に侵入してノズル目詰まりなどの障害が生じるのを防ぐ目的で設けられる。
このフィルタ２７に関しても金属フィルタ，樹脂フィルタ等を用いることができるが、金
属フィルタは高耐久，安価であるだけでなく、フィルタが固定される部材が樹脂製の場合
には、熱溶着等で短時間に固定でき量産性にも優れており好ましい。
【００５１】
図５は、フィルタ室のフィルタ面と垂直な方向の断面（図３のＹ－Ｙ線断面）の簡略図で
あるが、図５では、図３，図４とは上下が逆になっており、インクは上から下方向に流れ
る。フィルタ室３５がほぼ空の状態でインクを充填する場合、図５（Ａ）に示すように、
インクは主にフィルタ室３５の内壁３５ａを伝わる形態でフィルタ室３５に流れ込む。充
填の過程でフィルタ室３５内の空気はフィルタ２７から押し出されて徐々にインクと置換
されていくが、空気が多くフィルタ室３５に残っている段階でインクがフィルタ２７に達
すると、フィルタ表面が毛管力によって高速に濡らされて膜を形成するため、フィルタ室
３５内の空気がフィルタ２７を通過することができなくなる。その結果として、フィルタ
２７より上流側に気泡３６が残留する（図５（Ｂ））。
【００５２】
フィルタ２７の上流側に大きな気泡３６が残留すると、印字の際に、気泡３６の一部がフ
ィルタ２７を通過してヘッド部２０に流れ、異常画像の原因となったり、図５（Ｂ）に示
すように、フィルタ２７に貼り付いた形で残留すると、気泡３６の部分をインクが通過で
きないため、ベタ画像のように、インクを大量に消費する画像を印字する際にインク流量
が不足し、異常画像となる。フィルタ部への気泡の残留を回避する方法として最も有効な
手段は、フィルタ面積及びフィルタ室容積を小さくすることである。
【００５３】
しかしながら、前者の方法は、フィルタ部の流体抵抗が大きくなるため、高速印字の場合
に必要なインク流量が確保できない問題が生じる。後者の方法は、フィルタ室容量が小さ
いために残留気泡の絶対量は少なくなるが、図６に示すように、インク流入口から近いと
ころと遠いところの差が大きいため、完全に充填することが難しく、また、気泡３６がフ
ィルタ２７に貼り付いた形態で残留しやすく、フィルタ２７に気泡が貼り付くと、その部
分でインクが流れないために、実質的なフィルタ面積をロスすることになり、前述した高
速印字での流量不足を招く結果となる。
【００５４】
また、充填性を向上させる別の方法としては、フィルタを円形とし、その中心部にインク
を供給する方法がある。この方法は、同じ面積の四角形のフィルタの場合に比べて、フィ
ルタ室形状の対称性ゆえに、インクが均一に充填されやすく充填性は向上するが、高速印
字対応のインクジェットヘッドに対応するべく大面積化した場合、四角形のフィルタに比
べてフィルタ設置スペースに対して融通性に乏しく、図３に示したように、インクジェッ
トヘッドに直接固定すると、ヘッドが大型化するデメリットが生じる。
【００５５】
本発明は、高速印字に適用できる大型フィルタを搭載した小型インクジェットプリンタを
実現すべく、本来、良好な充填が難しい大サイズのフィルタを有するフィルタ室の充填性
を向上するものであり、その方法としては、インクがフィルタに略同時に達する中間部材
をフィルタ室内部に形成するものである。
【００５６】
図７は、本発明による中間部材４０の一例を示すもので、図示例の場合、フィルタ室３５
のフィルタ２７の上流側に略菱形形状の中間部材４０を設けている。この中間部材４０に
より、フィルタ室３５に供給されたインクは２つに分流される。この分流により実質的に
充填する空間が半分になり、フィルタ室を比較的充填が容易な小サイズとすると共に、フ
ィルタ２７を同時にインクで濡らしやすくすることができる。したがって、充填性が大幅
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に向上する。
【００５７】
また、図６で述べたフィルタ室を扁平形状にして充填容積を減らした構成では、フィルタ
２７に付着した形態で気泡３６が残留しやすいが、本発明の場合には、フィルタ室の高さ
をある程度高く保ちながらフィルタ室の容量を減らしているため、完全充填されなかった
場合にも、気泡３６はフィルタ２７から離れた位置に浮かぶ残留形態となるため、フィル
タ部の流体抵抗増加による流量低下の不具合が回避できる。
【００５８】
この分流の効果をより大きくするには、図８に示すように、中間部材４０をフィルタ２７
に接触状態で固定する方法がある。このようにすることによりフィルタ室３５の上部の充
填空間が完全に分離できるため、さらに充填性が向上する。
【００５９】
図７，図８では、中間部材４０が、フィルタ室３５の容積を二等分するように配置されて
いるが、このように等分な分割にせず、大きさの異なるフィルタ室が混在する形態とする
と、各々のフィルタ室の充填速度に差が生じるため、充填速度が遅い側で大きな気泡が残
留し、良好に充填できない。また、中間部材４０の形状に関しては、例えば、図９に示す
ように、中間部材４０のフィルタ２７に対抗する面が水平であると、中間部材４０とフィ
ルタ２７で挟まれた部分の気泡３６がその部分にとどまり、フィルタ２７に付着しやすく
なる。
【００６０】
したがって、図７，図８に示すように、中間部材４０とフィルタ２７で囲まれた空間は、
フィルタ２７に近づくほど広くなるような形状とすることが好ましい。このようにするこ
とで、中間部材４０とフィルタ２７の間で気泡が生じた場合でも、気泡はその部分に残留
せず浮力で上方に移動する。したがって、流量を損なわない充填状態を得ることができる
。
【００６１】
また、上述のように、フィルタ部で生じた気泡を上方に移動させるという目的に対して、
中間部材４０とフィルタ室３５の内壁３５ａをプラズマ処理，オゾン処理，アッシングな
どにより親水化する方法が有効である。親水化することにより、中間部材４０及びフィル
タ室の内壁３５ａに気泡が貼りつきにくくなり、気泡の上方への移動を容易にすることが
できる。
【００６２】
また、中間部材４０の形状としては、例えば、図１０に示すような幅狭のものも考えられ
るが、このような構成の場合は、フィルタ室３５の内壁３５ａを伝わるインク経路と中間
部材４０を伝わるインク経路でフィルタ２７までの距離が異なるため、フィルタ２７を略
同時に濡らすことが難しい。その結果、一様なインク充填が行えず、比較的大きな気泡が
残留してしまう。したがって、フィルタ室内壁側３５ａを伝わるインクと中間部材４０側
を伝わるインクが略同時にフィルタに到達するようにするには、図７，図８に示したよう
に、中間部材４０とフィルタ室内壁３５ａとフィルタで２７囲まれた空間がインク充填方
向に対して対称形であると良い。
【００６３】
さらに、フィルタ室３５の内壁３５ａ及び中間部材４０の表面に沿って流れるインクが略
同時にフィルタ２７に到達させるためには、フィルタ室内壁３５ａ及び中間部材４０上を
移動するインクの流速を等しくすると良い。そのためには、フィルタ内壁３５ａ及び中間
部材４０の材質や表面粗さを等しくして濡れ性を同一にする方法が有効である。
【００６４】
以上に説明したように、中間部材４０を用いてフィルタ室３５に流れ込むインクを分流す
ることで実効的な充填容積を減らし、フィルタ２７を略同時に濡らす形態での良好な充填
を実現することができる。特に、図３に示したような、高速印字が可能な多数のノズルを
有する小型インクジェットヘッドにおいて、ヘッドにフィルタ室が直接固定される場合に
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特に効果がある。
【００６５】
図１１は、以上に説明した分流とは別の作用を有する中間部材４１を用いてフィルタ室３
５内にインクを充填する場合の例を説明するための図で、図１１（Ａ）は充填前を示し、
図示のように、フィルタ室３５のフィルタ２７の上流側に円形断面の中間部材４１が設け
られている。この中間部材４１は、例えば、薄いゴム性のチューブであり、図１１で、紙
面垂直方向に気体または液体の供給口が設けられており、気体または液体の出し入れによ
って体積が変化する機能を有している。インク充填直前に、図１１（Ｂ）に示すように、
中間部材４１を膨張させ、その状態でインク注入を開始する。インクの注入は、フィルタ
室３５の上流側から正圧でインクを押し流す方法でも良いし、フィルタ室３５の下流側か
ら負圧でインクを吸引する方法でも良い。
【００６６】
図１，図２に示した記録装置では、回復装置１６によりヘッドのインク吐出面をキャッピ
ングし、ポンプを用いてキャップ内を負圧状態にしてフィルタ室も含めてインクジェット
ヘッドにインクを充填している。このような負圧吸引方式で充填する場合は、気体または
液体の供給口を大気と連通させ、チューブ材質や厚さを適正に選択することにより、吸引
負圧と大気の差圧で中間部材４１を膨張収縮させることも可能である。このようにすれば
、中間部材４１へ気体あるいは液体を出し入れする手段が不要となり、有効である。本発
明の場合には、中間部材４１の膨張により充填空間が埋められ充填容積が小さくなってい
るため、フィルタ室３５にインクが良好に充填される。
【００６７】
次に、インク注入動作を継続した状態で中間部材４１を徐々に収縮させていき、収縮完了
後、インク注入動作を終了する。しかし、中間部材４１の収縮が完了する前に、インク充
填動作を終了すると、ヘッド内が外部に対して相対的に負圧になるため、インクが逆流し
ヘッドのインク吐出口から空気を吸い込んでしまう。したがって、中間部材４１の体積増
減は、回復装置１６の動作と連動した形態で制御される。
【００６８】
このように、中間部材４１の体積変化を利用することにより、前述のインク充填段階での
充填容積が小さいことによる充填性向上の効果だけでなく、充填動作終了後はフィルタ室
容積が増加しているため、充填動作時に残留した気泡３６がフィルタ室上方に上昇するス
ペースを設けることができる（図１１（Ｃ））。したがって、フィルタ室３５に気泡３６
が残留した場合、気泡残留位置をフィルタ２７から離れた位置にすることができるので、
印字途中でフィルタ室３５内の気泡３６がフィルタ２７を通過してヘッドに流れ込み、イ
ンク非吐出等の不具合を回避することができる。
【００６９】
中間部材の体積変化を利用する場合、図１２に示すように、中間部材４１が膨張時に、フ
ィルタ２７に接触するようにすると、充填時にフィルタサイズを小さくする効果があるた
め、充填性が向上する。このように、中間部材４１をフィルタ２７に接触させる場合、フ
ィルタ２７のバリやフィルタに捕束されたゴミ等により中間部材４１が損傷する危険性が
ある。したがって、中間部材４１のフィルタ２７と接触する部分には補強部材４１ａを設
けると良い。補強部材４１ａとしては、樹脂フィルム，ゴム板等様々なものを用いること
ができる。
【００７０】
以上に説明してきたように、インク充填時は、充填空間を小さくすべく、中間部材の体積
を極力大きくすることが望ましいが、図１３に示すように、最大膨張時に中間部材４１が
完全にインク供給路を遮断してしまうと、インクが充填されなくなる。したがって、図１
３に示すように、中間部材４１が大きく膨張した際にもインクが供給されるように、フィ
ルタ室内壁３５ａあるいは中間部材４１の表面に溝や凹凸が形成されていると良い。
【００７１】
図１４は、中間部材としてフィルタ室３５の内壁の一部に弾性体４２を設けた例を示す図



(12) JP 4338295 B2 2009.10.7

10

20

30

40

50

で、この場合は、図１４（Ｂ）のように、外部より加圧棒５１を挿入するなどして弾性体
（中間部材）４２を変形させてインクを充填し、充填後に、図１４（Ａ）の状態に戻すこ
とで、前述の中間部材４１自体を体積変化させる場合と同様の効果を得ることができる。
弾性体４２の変形手段としては、図１４に示したものに限られず、空気圧などを利用する
こともできる。また、負圧吸引充填方式の場合は、弾性体４２の弾性率等を適正に選択す
ることにより、吸引負圧と大気の差圧で弾性体を変形させることができるので、図１４に
示した加圧棒５１なしの構成で同様の効果を得ることができる。
【００７２】
図１５は、インクの流れを抑制する機能を有する中間部材４３を用いてフィルタ室３５を
充填する場合の例を説明するための図で、中間部材４３には、フィルタ２７よりも開口の
大きな穴が多数形成されており、該中間同部材４３はフィルタ２７の上流側でフィルタ２
７から微小距離ｄ隔てた位置に設けられている。このような構成のフィルタ室３５に比較
的小さい圧力で第１次の充填動作を行ってインクを供給すると、インクは、まず、図１５
（Ｂ）にＡで示す位置に達する。このＡ位置においては、中間部材４３の開口が大きいた
めメニスカス保持力が小さく塞き止められることがないため、インクは中間部材４３の穴
内を流れ、中間部材４３の下流端（Ｂで示す位置）に達する。この時の充填圧が大きすぎ
ると、インクはそのままフィルタ部２７に流れ出してしまうが、充填圧を適正に設定する
ことにより、中間部材４３の内部の穴部の抵抗分に起因する圧力損失のため、中間部材４
３の下流端でインクがメニスカスを保持し、図１５（Ｂ）に示すように、液面を停止状態
にすることができる。
【００７３】
次に、第２次の充填動作で圧力を一気に増加させると、中間部材４３の下流端のメニスカ
スが破れ、インクが空気を押し出しながら中間部材４３の全面からフィルタ２７に向かっ
て流れ出す。したがって、フィルタ２７の全面がインクによって略同時に濡らされる状態
を作り出すことができ、良好な充填状態を得ることができる。
【００７４】
図１５に示した方式の場合は、第２次の充填動作で中間部材４３内に塞き止められたイン
クをフィルタ全面に略同時に到達させることを狙いとしているため、中間部材４３の下流
端はフィルタ２７に対して平行であることが望ましい。大きく傾いて設けられた場合には
、両者の距離が短い部分でインクがフィルタ２７に先に到達してしまい、充填が不十分の
うちにフィルタ上にインク膜が形成され、フィルタ２７の上流側に気泡が残留する結果に
なりやすい。また、中間部材４３で一旦保持されたインクを第２次の充填動作で下流側に
流して充填する際、フィルタ２７と中間部材４３の距離が大きいと、フィルタ２７の全面
にインクが同時に達しにくくなり、充填不良が生じやすくなる。したがって、中間部材４
３とフィルタ２７の距離は中間部材４３にインクが保持される際に液面がフィルタ２７に
触れない程度に近接させることが望ましい。
【００７５】
なお、図１５においては、中間部材４３内に形成される穴の径は上流から下流まで一定と
しているが、図１６に示すように、上流側の径を下流側の径よりも大きくしても良い。第
１次及び第２次の充填動作における圧力と中間部材のサイズ等により中間部材に形成され
る穴の径と長さを適正化することで良好な充填を行うことができる。
【００７６】
図１７は、前述のごときインクの流れを抑制する機能を有する中間部材４３を複数（例え
ば、４３1，４３2，４３3，４３4）設けた構成を示す図で、図１７に示すように、インク
の流れの上流側ほど中間部材４３の開口（穴径）が大きくなっている。また、上流ほど中
間部材のサイズ（幅）が小さくなっている。図１７では、フィルタ２７の上流側に中間部
材が４層（４３1～４３4）設けられており、充填圧力を５段階に分けて大きくしながら順
次充填動作を行うことでフィルタ室３５内を良好に充填するものである。本構成では、中
間部材でフィルタ室が小さい空間に仕切られているため、それぞれの部分での充填性を著
しく向上することができる。
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【００７７】
なお、中間部材としては様々な材料を用いることができるが、コストや組立性を考慮する
と、金属製のフィルタが望ましい。金属メッシュは、開口率の選択性が広く、打ち抜き加
工で簡単に所望の形でフィルタ部品を製造でき、また、表面処理等も容易にできる。また
、フィルタ室への固定も熱溶着などで短時間に簡単に行うことができる。
【００７８】
なお、以上には静電方式のインクジェットを例に説明したが、本発明は、圧電方式やバブ
ルジェット方式等他の印字方式のインクジェットヘッドにも有効である。また、本発明は
、主に、インクジェットプリンタのインクのフィルタ装置に用いるものであるが、それに
限られるものではなく、例えば、油圧装置等に用いられるフィルタ装置等にも適用するこ
とができる。
以下に、具体的な実施例に基づいて詳細に説明する。
（実施例１）
図３，図４に基づいて説明すると、液室基板２１として厚さ２００［μｍ］のシリコン基
板を用い、電極基板２２として厚さ１［ｍｍ］のホウケイ酸ガラスを用いた。液室基板２
１には予めシリコン基板の一面に振動板３３の厚みに応じたボロン層を形成し、このボロ
ン層をエッチングのストップ層とすることでウェットエッチングにより振動板３３を形成
した。また、電極基板２２は、ウェットエッチングによって形成した溝にスパッタによっ
てＮｉ電極をパターニングし、その電極の上に電極保護膜としてのＳｉＯ2層をスパッタ
法で製膜した。また、電極基板２２の中央部にはブラスト加工により貫通穴を設けインク
流路を形成した。
【００７９】
次に、これらの基板２１，２２の電極位置と振動板３３の位置を正確に位置決めして、両
者を陽極接合により接合し、その後、ドライエッチングによりシリコンの中央部にインク
流路としての貫通穴を形成した。このようにして、１５０ｄｐｉで振動板が千鳥で２列配
置され、中央部にインク流路２８を有する静電アクチュエータ２０ａを形成した。次に、
電鋳工法によりノズル３４、流体抵抗部３１が一体的に形成されたノズル板２３を接着剤
を用いてアクチュエータ２０ａに接合し、約４００ノズルのインクジェットヘッド２０を
形成した。
【００８０】
インクジェットヘッド２０の電極基板２２の裏面には樹脂材料からなるインク供給部材２
５を接合した。インク供給部材は、図３に示すように、第１の部材２５と第２の部材２６
からなり、両者の間にフィルタ２７が内包される構成とした。フィルタ２７としては、ス
テンレスの綾畳織方式のもので、約５［μｍ］のろ過精度で４ｍｍ×３５ｍｍの長方形状
のものを用い、第１の部材２５に熱溶着により固定した。インク供給部材のフィルタ室３
５の長手方向（図３のＹ－Ｙ線）断面図を図５（Ａ）に示す。フィルタ室３５はフィルタ
２７の上流側，下流側共に略四角錘形状とし、高さｈ１，ｈ２をそれぞれ７.５ｍｍ，２
ｍｍとした。また、双方の部材は、インク充填性の評価のため透明なアクリル樹脂で製作
した。
【００８１】
上述のようなインクジェットヘッドでノズル面に吸引装置を装着し、約－５［ｋＰａ］の
圧力で５ｃｃ吸引を行った後、インク供給部材のフィルタ部２７の観察を行ったところ、
図５（Ｂ）に示すように、フィルタ２７の上部に大きな気泡３６が残留した。この状態で
、図１に示したインクジェット記録装置により、ベタ画像の印写耐久試験を行ったところ
、白筋と呼ばれる異常画像が発生する不具合が生じた。
【００８２】
次に、図６に示すように、フィルタ室３５の容積が小さい構成のヘッドに変更し、同様に
インク充填を行ったところ、図６に示すように、気泡そのものは少なくなったが、薄い気
泡３６がフィルタ２７に貼り付く形態で残留した。このヘッドをプリンタに搭載し、ベタ
画像の印写耐久試験を行ったところ、先と同様の異常画像が発生した。
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【００８３】
次に、図７に示すように、フィルタ２７の上流側中央部に断面が菱形形状の中間部材４０
を形成したインク供給部材を用いてインクジェットヘッドを組立て、前述と同じ条件でイ
ンク充填及び印写評価を行った。中間部材４０もアクリル樹脂とした。その結果、充填後
のフィルタ室３５に気泡３６は残留したが、中間部材４０を設けない構成での気泡に比べ
て著しくサイズが小さく、図８に示すように、フィルタ２７の上流側の空間の略中ほどに
浮遊する形態で残留した。印写評価においても、異常画像が発生することなく良好な結果
が得られた。
【００８４】
中間部材４０の形状に関して、図９，図１０に示すようなものを用いて比較実験を行った
が、図９の構成では気泡のサイズ自体は小さいものであったが、多くの場合、中間部材４
０の下側に気泡３６が残留しやい結果であった。中間部材４０の底面が水平なため、気泡
が上方に移動せず、フィルタ２７に接触した形で残留するため、印写評価で異常画像が発
生した。また、図１０の構成では、印写評価では良好な結果を得ることができたが、図７
の構成の場合と比較して残留する気泡が大きい結果であった。
【００８５】
次に、中間部材４０の位置を、水平方向，垂直方向に移動させて、充填性に対する影響を
調べた。まず、中間部材４０を水平方向にずらした場合は、図１８に示すように、中間部
材４０が寄った側の充填性は良好であったが、反対側に大きな気泡３６が残留した。また
、中間部材４０を図７に示す位置から下げて、中間部材４０がフィルタ２７に接触するよ
うにしたところ、図８に示すように、残留する気泡３６のサイズがさらに小さくなった。
【００８６】
次に、部材の濡れ性影響について調べるため、図８に示す構成で、中間部材４０及びフィ
ルタ室３５の内壁面３５ａに撥水材料をコートしたものと、プラズマ処理により親水処理
したものを２種類準備し、比較評価を行った。その結果、親水処理したサンプルは、図８
に示すように、小さい気泡３６がフィルタ室３５の上方に浮遊して残留し、良好な結果で
あったが、撥水処理したサンプルでは、図１９に示すように、中間部材４０やフィルタ室
３５の内壁３５ａに気泡３６が貼り付いて上方に浮上せず、好ましくない位置で、フィル
タ２７近傍に残留する場合があった。
【００８７】
さらに、中間部材４０を金属に変更し、中間部材４０とフィルタ室内壁３５ａ面の濡れ性
に差のある構成にしたところ、若干であるが残留する気泡が大きくなった。
【００８８】
以上の実験により、大サイズのフィルタ室の充填を良好に行うために、フィルタ２７の上
流側に中間部材４０を設ける効果が確認された。中間部材４０を設けてもフィルタ室３５
の形状，大きさ等によっては気泡３６が残留する場合があるが、中間部材４０の形状，位
置，濡れ性等を適正にすることにより印写特性に悪影響を与えないようにすることが可能
である。
【００８９】
なお、以上の実施例ではフィルタ室３５を２分割する構成についてのみ説明したが、特に
、フィルタサイズがさらに大きい場合には２分割以上にして、インクがフィルタ２７を略
同時に濡らす構成にすると良好な充填を実現することができる。
【００９０】
（実施例２）
次に、本発明の第２の実施例を図３，図４，図１１に基づいて説明する。液室基板２１と
してはシリコン基板を用い、振動板３３を異方性エッチングにより形成した。その際、シ
リコン基板２１の一面に予め振動板３３の厚みに応じたボロン層を形成し、このボロン層
をエッチングのストップ層とすることで振動板３３が一面に設けられた加圧液室３２を形
成した。また、同時に中央にインク流路２８の部分もエッチングを行い、溝を形成した。
電極基板２２にもシリコン基板を用い、液室基板２１の振動板３３に対応した位置にエッ
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チングによって深さ１［μｍ］以下の浅溝を設け、溝の底部にＴｉＮ電極を形成した。ま
た、この電極の上面の液室基板２１と対向する領域には電極の保護層としてのＳｉＯ2膜
を形成した。電極基板２２と液室基板２１を直接接合法により貼り合わせた後、電極基板
２２の裏面からインク流路にあたる中央部溝をウェットエッチング及びドライエッチング
により加工して貫通させ、静電方式のアクチュエータ部材２０ａを形成した。
【００９１】
ノズル板２３はＮｉの電鋳工法により形成し、直径約２５［μｍ］のノズル３４及び幅７
０［μｍ］、長さ６００［μｍ］、深さ２０［μｍ］の流体抵抗３１を設け、吐出面側に
はＮｉとＰＴＦＥの共析メッキ法により撥水膜を成膜した。続いて、ノズル板２３の非撥
水面に２液性硬化型のエポキシ接着剤を薄膜塗布し、アクチュエータ部材２０ａの加圧液
室３２側に接着硬化した。アクチュエータ２０ａを駆動する電気信号を伝達する配電部材
２４としてはＦＰＣを用い、電極基板２２の端部に設けられた電極パッドにＡＣＦを介し
て接合した。最後に、インク供給部材２５にアクチュエータ部材２０ａを接着し、インク
ジェットヘッド２０を組立てた。
【００９２】
インク供給部材２５，２６には、図１１（Ａ）に示すように、中央にフィルタ２７を有す
るフィルタ室を形成した。フィルタ２７には、大きさ４ｍｍ×３５ｍｍの長方形のステン
レスの綾畳織方式のもので、約５［μｍ］のろ過精度のものを使用した。また、フィルタ
室３５の形状は実施例１で説明した図５（Ａ）と同様とし、透明なアクリル樹脂で製作し
た。また、フィルタ室３５のフィルタ２７の上流側（図１１（Ａ）で上側）の略中央部に
直径約５ｍｍの穴を形成し、同部位に弾性に富んだゴムチューブを中間部材４１として挿
入し、両端を図示しないポンプに接続した。このような構成とし、ポンプのＯＮ－ＯＦＦ
により中間部材４１を図１１（Ｂ）に示す膨張状態と図１１（Ａ）に示す収縮状態に自由
にすることができるようにした。
【００９３】
本実施例の場合は、中間部材４１に厚さ１００ミクロン以下のゴム材を利用し、その直径
が膨張時約７ｍｍ、収縮時約５ｍｍとなるものを用いたが、薄い樹脂フィルムを用いても
同様の体積変化機能を有する中間部材４１を形成できる。このような構成のインクジェッ
トヘッドにおいて、ノズル面に吸引装置を装着し、図２０に示すようなシーケンスでイン
クの充填を行った。
【００９４】
図２０で、ｔ１，ｔ２，ｔ３はそれぞれ５秒，１０秒，５秒とした。このようなシーケン
スで中間部材４１と吸引装置を駆動することにより、図１１（Ｂ）に示すように、インク
充填段階では充填容積を狭くし、充填後は充填容積を広くして気泡付着がなく良好な充填
を実現できる。
【００９５】
本実施例のインクジェットヘッドでの充填実験の結果においても、図１１（Ｃ）に示すよ
うに、フィルタ室３５の内部に小さい気泡３６が残留したが、印字特性には影響しないフ
ィルタ２７から離れた位置で浮遊する形態であり、良好な充填状態を得ることができた。
【００９６】
図２０の充填シーケンスで、比較のために、ｔ１やｔ２をゼロにして同様の評価を行った
ところ、どちらも残留する気泡が大きくなり、図２０のシーケンスの場合に対して良くな
い結果であった。充填経過の観察により原因を解析したところ、ｔ１が短いと中間部材４
１が膨張しきる前にインク充填が開始されるため、充填容積が大きく、インクがフィルタ
２７に同時に達しにくくなるため気泡が大きくなることが判明した。また、ｔ２が小さい
と一旦はフィルタ室３５が良好に充填されるが、吸引装置が停止し中間部材４１が収縮す
る過程でインクが逆流し、ノズル側から気泡を吸引する現象が生じることが判明した。
【００９７】
フィルタ室３５や中間部材４１の構成や、吸引装置等の特性等によりｔ１，ｔ２，ｔ３の
適正値は異なるが、中間部材，吸引装置の駆動シーケンスを、図２０に示すようにし、中
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間部材４１が最大体積時にインク充填を開始し、中間部材４１を収縮後に吸引動作を停止
するようにすることで、良好な充填状態を得ることができる。
【００９８】
本実施例である中間部材４１は、充填時に体積膨張していることで、インク充填容積を小
さくし、充填性を向上するものである。そこで、中間部材４１にかける圧力を増加し、図
１３に示すように、フィルタ室３５一杯に中間部材４１を膨張させて充填性を評価した。
その結果、予想に反して大きな気泡が残留した。原因は、中間部材４１を大きく膨張させ
すぎたために中間部材４１がフィルタ室３５の上方のインク供給路を塞いだためであると
いうことがわかった。そこで、中間部材４１の表面に高さ０.２ｍｍ程度の突起物を適度
に配置固定し、インク供給側のフィルタ内壁面に中間部材４１が接触しても突起物の高さ
分のインク供給路が確保されるようにしたところ、中間部材４１を最大限に膨張させた場
合でもインク供給がカットされることなく、良好な充填状態を得ることができた。
【００９９】
なお、本実施例では中間部材４１が体積変化をするが、図１４に示すように、フィルタ室
壁の一部を弾性部材として中間部材４２とし、この中間部材４２が変形することにより充
填容積が変化する方法によっても同様に充填性を向上させることができる。
【０１００】
（実施例３）
図１２は、体積変化する中間部材の別の実施例を示すものである。本実施例のフィルタ室
３５では、図１２中に点線で示すように、中間部材４１を略楕円断面形状（長辺５ｍｍ、
短辺３ｍｍ）のものとし、ややフィルタ２７に寄った位置に設けている。このフィルタ室
３５を有するインク供給部材を実施例２と同様のインクジェットヘッドに搭載し、中間部
材４１に空気を送り込んで膨張させたところ、図１２中に実線で示すように、中間部材４
１が膨張し、その下面がフィルタ２７に接触し、フィルタ２７の開口部の約１／３を塞ぐ
形態となった。
【０１０１】
図２０のシーケンスで吸引動作を行い、インクの充填性を評価したところ、実施例２の結
果よりも残留気泡のサイズが小さくなった。しかしながら、充填評価を繰り返し中間部材
４１の耐久試験を実施したところ、中間部材４１が破損する不具合が発生した。原因は、
多数回の充填によってフィルタ表面に堆積していたダストが中間部材４１に突き刺さり穴
をあけたためであることが判明した。そこで、中間部材４１の下面のみにゴム材４１ａを
積層し、フィルタ２７との接触部を２倍の厚さに変更した。このような変更の後、同様の
耐久評価を行ったところ、中間部材４１が破損する不具合が発生することがなくなり、長
期にわたり良好な充填を行うことができた。
【０１０２】
（実施例４）
図１５は、本発明の他の実施形態を説明するためのもので、アクリル樹脂で形成したフィ
ルタ室３５のフィルタ２７の上流側にインクの流れを抑制する機能を有する中間部材４３
を設けた例を示している。この中間部材４３は、内部にフィルタ２７に垂直に直径約５０
０ミクロンの穴が多数穿孔された厚さ４ｍｍの樹脂板であり、フィルタ２７と平行に１ｍ
ｍのギャップでフィルタ室３５の内壁に接着固定されている。なお、中間部材４３の上部
の空間は高さを１ｍｍ程度に設定した。また、フィルタ２７は実施例１～３と同様のもの
を用いている。
【０１０３】
このフィルタ室３５を有するインク供給部材を実施例２と同様のインクジェットヘッド２
０に接続し、ノズル面をキャッピングして吸引装置により吸引し充填を行った。吸引装置
は、図２１に示すようなシーケンスで動作させた。まず、圧力Ｐ１で時間ｔ４吸引を行う
。この吸引動作により、中間部材４３の上側の空間にインクが流れ込む。その際、中間部
材４３の穴径が大きいためにメッシュの細かいフィルタとは異なり、図１５（Ｂ）のＡで
示される部分で膜が張られることがなく、また、中間部材４３の上の空間を１ｍｍ程度に
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狭くしたため、同空間は比較的良好にインクで満たされた。
【０１０４】
インクは中間部材４３の内部を流れるが、中間部材４３の流体抵抗による圧力損失のため
に、図１５（Ｂ）にＢで示す中間部材下流端でメニスカスを保持した形態で流れず、図１
５（Ｂ）の状態を保った。次に、図２１に示すように、Ｐ１よりも大きい負圧Ｐ２により
吸引を行ったところ、中間部材４３の下流端に形成していたメニスカスが破れ、中間部材
４３の全面からインクが流れ出し、フィルタ２７が同時に濡らされる形態で中間部材４３
とフィルタ２７の間の空間がインクで良好に充填された。
【０１０５】
吸引シーケンスにおける各パラメータＰ１，Ｐ２，ｔ４，ｔ５は、フィルタ仕様，フィル
タ室及び中間部材の材質，形状，インク物性等により大きく異なってくるが、本実施例で
は、Ｐ１＝－３ｋＰａ，ｔ４＝１０ｓ，Ｐ２＝－３０ｋＰａ，ｔ５＝１５ｓとした。本構
成のフィルタ室においては、フィルタ２７に近接して設けた中間部材４３でインクを一旦
塞き止めておき、中間部材４３の全面から一気にインクを流し出してフィルタ部を充填す
るものである。したがって、中間部材４３をフィルタに対して傾けて設けると充填不良と
なりやすくなる。
【０１０６】
また、フィルタ２７と中間部材４３の間隔を大きくしすぎてもフィルタ上部の充填空間が
広くなり充填しにくくなる。一方で、間隔が小さすぎると中間部材４３の下面に形成され
たメニスカスがフィルタ２７に接触してしまう。メニスカスがフィルタ２７に接触してし
まうと、その部位から毛管力でインクがフィルタ表面を濡らしてしまい充填不良となりや
すい。実施例で示したフィルタ室３５においては、中間部材４３とフィルタ２７の間隔は
０.５～１.５ｍｍ程度が適正であった。
【０１０７】
図１７は、図１５に示した実施例の変形例を示す図で、図１７では、フィルタ室３５の上
流側の形状を略四角錘形状とし、同部に４個の中間部材４３1～４３4を平行に形成した。
ここで、中間部材としては安価で加工が容易な金属メッシュを使用し、上流側から下流側
に向かってだんだんと開口が小さくなるように設定し、熱溶着で固定した。吸引は、図２
２に示すように、Ｐ１から段階的に吸引圧を大きくする形態とした。このような充填を行
うことにより各々の中間部材４３1～４３4でインクを塞き止めながら層状の充填空間を着
実に順次充填していくことができた。このような中間部材を積層して複数設ける構成は、
大サイズのフィルタ室に対して有効である。
【０１０８】
（実施例５）
図２３は、本発明のさらに別の実施形態を説明するための図で、フィルタ２７の上流側の
フィルタ室３５を形成する壁を厚さ約０.２ｍｍのゴム材料（第１の中間部材４２）とし
、内部にフィルタ２７に垂直な直径約５００ミクロンの穴が多数穿孔された厚さ４ｍｍの
樹脂板（第２の中間部材４３）を、フィルタ２７と平行に１ｍｍのギャップで設けた。フ
ィルタ２７は実施例１～３と同様のものを用いた。一方、フィルタ室３５壁の一部として
設けたゴム材からなる第１の中間部材４４を外部から加圧する加圧部材５１を樹脂材料で
形成し、図示しないソレノイドアクチュエータによりインク供給部材２６に対して出し入
れ可能な構成とした。
【０１０９】
このフィルタ室３５を有するインク供給部材を実施例２と同様のインクジェットヘッドに
接続し、ノズル面をキャッピングした後、図２４に示すような吸引シーケンスで、吸引装
置により吸引して充填を行った。まず、インク充填前に、加圧部材５１を押し込み、第１
の中間部材４２としての弾性壁を内側に変形せしめ、充填空間を小さくし（図２４　矢印
ａ）、次に、圧力Ｐ１でインク吸引した（図２４　矢印ｂ）。本実施例では、Ｐ１＝－３
ｋＰａとした。この充填により、第２の中間部材４３の下面までインクが流れ、そこでメ
ニスカスを張って充填が停止した（図２３（Ｂ））。続いて、圧力Ｐ２（本実施例では－
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３０ｋＰａ）で第２次の吸引を行い（図２４　矢印ｃ）、１０秒後に加圧部材５１をリリ
ース状態にし（図２４　矢印ｄ）、弾性体の中間部材４２が初期状態に戻った後吸引動作
を終了した。その結果、図２３（Ｃ）のようにフィルタ部２７に気泡が付着せず良好な充
填状態が得られた。
【０１１０】
本実施例の構成では、第１の中間部材４２の変形と第２の中間部材４３の液面保持により
充填時のフィルタ室の実質的な容積が減少しフィルタ２７部に同時にインクを流し込める
構成であるため、良好なインク充填が実現できた。さらに、加圧部材５１をリリースする
際に、フィルタ上部に、図２３（Ｃ）に矢印Ａで示す流れが発生するため、加圧部材５１
がリリースされることによって生じる気泡トラップ空間４６にフィルタ近傍に残った気泡
３６を積極的に押し出すことができ、信頼性の高い充填が可能となった。
【０１１１】
【発明の効果】
　請求項１の発明は、インク液室内のインクをノズルより噴射して画像を形成するインク
ジェットヘッドにおいて、前記インク液室にインクを供給するインク流路の途中にフィル
タ室を有し、かつ、該フィルタ室の上流側に前記フィルタ室へのインクの流れを分割する
中間部材を有するようにしたので、フィルタ近傍部の充填容積を減らし、インクジェット
ヘッドのフィルタ部のインク充填性を向上することができる。
【０１１３】
　請求項２の発明は、請求項１の発明において、前記中間部材は、前記フィルタに接触し
て設けられているので、フィルタ室の充填空間が分離され、インクの充填性を向上するこ
とができる。
【０１１４】
　請求項３の発明は、請求項１又は２の発明において、前記中間部材は、前記フィルタ室
の容積を略等分に分割するので、分割された各充填空間を平均化でき、充填性を向上する
ことができる。
【０１１５】
　請求項４の発明は、請求項１乃至３のいずれかの発明において、前記中間部材と前記フ
ィルタで挟まれた空間が下流ほど広がっているので、気泡の上昇を助長し、フィルタ近傍
での気泡の残留を防止することができる。
【０１１６】
　請求項５の発明は、請求項１乃至４のいずれかの発明において、前記中間部材の表面と
前記フィルタ室の内壁に親水処理がなされているので、気泡の上昇を助長し、フィルタ近
傍での気泡の残留を防止することができる。
【０１１７】
　請求項６の発明は、請求項１乃至５のいずれかの発明において、前記中間部材と前記フ
ィルタ室の内壁と前記フィルタで囲まれた空間がインク充填方向に対して対称形であるの
で、フィルタ室内壁及び中間部材表面に沿ってインクがフィルタに到達する時間を略等し
くでき、フィルタ室のインク充填性を向上することができる。
【０１１８】
　請求項７の発明は、請求項１乃至６のいずれかの発明において、前記中間部材の濡れ性
が前記フィルタ室の内壁の濡れ性と略等しいので、フィルタ室内壁及び中間部材表面に沿
ってインクがフィルタに到達する時間を略等しくして、フィルタ室のインク充填性を向上
することができる。
【０１１９】
　請求項８の発明は、インク液室内のインクをノズルより噴射して画像を形成するインク
ジェットヘッドにおいて、前記インク液室にインクを供給するインク流路の途中にフィル
タ室を有し、かつ、フィルタ室外部からの圧力で該フィルタ室の充填容積を変化させる中
間部材を有し、該フィルタ室内のフィルタを通して前記インク液室にインクを供給するイ
ンク充填時、前記中間部材により前記フィルタ室のフィルタ上流側の充填容積を減少させ
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るので、充填時に充填空間を小さくし良好な充填性を得るとともに、充填後、充填空間を
大きくして気泡トラップ空間を形成することができる。
【０１２０】
　請求項９の発明は、請求項８の発明において、前記中間部材は膨張，収縮する部材であ
り、膨張時に該中間部材が前記フィルタに接触するので、充填容積の縮小及びフィルタ室
の充填空間を分離するとともに、充填時の実効的なフィルタサイズを小さくすることがで
き、インクの充填性が向上する。
【０１２１】
　請求項１０の発明は、請求項９の発明において、前記中間部材は前記フィルタとの接触
部に補強部材が形成されているので、中間部材の耐久性が向上する。
【０１２２】
　請求項１１の発明は、請求項８の発明において、前記中間部材が前記フィルタ室の壁面
に形成された弾性体であるので、簡単な構成で充填時の充填空間を小さくすることができ
、充填性が向上する。
【０１２３】
　請求項１２の発明は、請求項８の発明において、前記中間部材の表面あるいは前記フィ
ルタ室の内壁に凹凸あるいは溝が形成されているので、中間部材の変形によるインク供給
路の閉塞を回避することができる。
【０１２４】
　請求項１３の発明は、インク液室内のインクをノズルより噴射して画像を形成するイン
クジェットヘッドにおいて、前記インク液室にインクを供給するインク流路の途中にフィ
ルタ室を有し、かつ、インクの流れる複数の開口が設けられた中間部材をフィルタ室内の
フィルタ上流側に設け、前記開口にメニスカスを形成したインクが一旦保持された後にフ
ィルタにインクが充填されるので、インクの充填の際の液面を適正化して充填性を向上す
ることができる。さらに、前記中間部材がインク流れ方向に複数設けられ、上流側ほど該
中間部材の開口径が大きいので、フィルタ室が大型の場合にも良好な充填性を確保するこ
とができる。
【０１２５】
　請求項１４の発明は、請求項１３の発明において、前記中間部材は複数の開口を有し、
該開口の開口率が前記フィルタの開口率よりも大きいので、中間部材の上流側の表面に膜
が形成されにくくなり、中間部材上流側のインク充填性が向上する。
【０１２６】
　請求項１５の発明は、請求項１３又は１４の発明において、前記中間部材が前記フィル
タに近接して設けられるので、充填空間が狭くなりインク充填性が向上する。
【０１２７】
　請求項１６の発明は、請求項１３乃至１５のいずれかの発明において、前記中間部材が
前記フィルタに平行に設けられるので、中間部材とフィルタの間隔を等しくして充填をフ
ィルタ全面から均一に行うことができ、充填性が向上する。
【０１２９】
　請求項１７の発明は、請求項１３乃至１６のいずれかの発明において、前記中間部材が
金属製であるので、安価で組立性の良い中間部材を実現することができる。
【０１３０】
　請求項１８の発明は、インクジェット記録装置に請求項１乃至１７のいずれかに記載の
インクジェットヘッドを搭載しているので、該インクジェット記録装置は請求項１乃至１
７に記載の作用効果を達成することができる。
　同様に、請求項２８あるいは２９の発明は、請求項１乃至１７のいずれかに記載のイン
クジェットヘッドを搭載しているので、請求項１乃至１７に記載の作用効果を達成するこ
とができる。
【０１３１】
　請求項１９の発明は、インク液室内のインクをノズルより噴射して画像を形成するイン
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クジェットヘッドであって、前記インク液室にインクを供給するインク流路の途中にフィ
ルタ室を有するインクジェットヘッドにインクを充填するインク充填方法において、前記
フィルタ室のフィルタの上流側にフィルタ室外部からの圧力で前記フィルタ室の充填容積
を変化させる中間部材を有し、該中間部材を膨張させた状態でインクの充填動作を開始し
、該中間部材を収縮した後に前記インク充填動作を終了させるようにしたので、充填時に
充填空間を小さくして良好な充填性を得るとともに、充填後、充填空間を大きくして気泡
トラップ空間を形成することができる。
【０１３２】
　請求項２０の発明は、請求項１９の発明において、前記中間部材は膨張，収縮する部材
であり、膨張時に該中間部材を前記フィルタに接触させるようにしたので、フィルタ室の
充填空間を分離するとともに充填容積を縮小し、充填時の実効的なフィルタサイズを小さ
くすることができ、インクの充填性が向上する。
【０１３４】
　請求項２１の発明は、インク液室内のインクをノズルより噴射して画像を形成するイン
クジェットヘッドであって、前記インク液室にインクを供給するインク流路の途中にフィ
ルタ室を有するインクジェットヘッドにインクを充填するインク充填方法において、前記
フィルタ室の上流側に複数の開口を有する中間部材を前記開口の一方の側を前記フィルタ
に近接対向して有し、インク充填開始時、前記フィルタの下流側を負圧にし、前記開口の
他方の側から前記中間部材にインクを供給して前記開口の前記一方の側にメニスカスを形
成し、次いで、前記負圧を高くして前記メニスカスを形成しているインクを前記フィルタ
に接触させるようにしたので、中間部材とフィルタの間隔を等しくしてインクの充填をフ
ィルタ全面から均一に行うことができ、充填性が向上する。
【０１３５】
　請求項２２の発明は、フィルタを通すことによって液体中の異物を除去するフィルタリ
ング装置において、前記フィルタが配設されたフィルタ室内のフィルタの上流側に前記前
記フィルタ室への液体の流れを分割する中間部材を有し、前記中間部材は上流側からフィ
ルタ室内壁を伝わりフィルタに達する経路長と、上流側から前記中間部材を伝わりフィル
タに達する経路長とが同等となる形状であるので、近傍部の充填容積を減らし、フィルタ
液体充填性を向上することができる。
【０１３７】
　請求項２３の発明は、フィルタを通すことによって液体中の異物を除去するフィルタリ
ング装置において、前記フィルタが配設されたフィルタ室内のフィルタの上流側にフィル
タ室外部からの圧力で前記フィルタ室の充填容積を変化させる中間部材を有し、該フィル
タ室への液体充填時、前記中間部材により前記フィルタ室のフィルタ上流側の充填容積を
減少させるので、充填時に充填空間を小さくし良好な充填性を得るとともに、充填後充填
空間を大きくして気泡トラップ空間を形成することができる。
【０１３８】
　請求項２４の発明は、請求項２３の発明において、前記中間部材は膨張，収縮する部材
であり、膨張時に該中間部材が前記フィルタに接触するので、充填容積縮小及びフィルタ
室の充填空間を分離するとともに、充填時の実効的なフィルタサイズを小さくすることが
でき液体の充填性が向上する。
【０１３９】
　請求項２５の発明は、請求項２３の発明において、前記中間部材が前記フィルタ室の壁
面に形成された弾性体であるので、簡単な構成で充填時の充填空間を小さくすることがで
き、充填性が向上する。
【０１４０】
　請求項２６の発明は、フィルタを通すことによって液体中の異物を除去するフィルタリ
ング方法において、フィルタが配設されたフィルタ室内の前記フィルタの上流側にフィル
タ室外部からの圧力で前記フィルタ室の容積を変化させる中間部材を有し、該中間部材に
よってフィルタ室の容積を小さくした状態で液体の充填を開始し、その後、前記フィルタ
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とともに、充填後充填空間を大きくして気泡トラップ空間を形成することができる。
【０１４３】
　請求項２７の発明は、請求項２６の発明において、前記中間部材は膨張，収縮する部材
であり、膨張時に該中間部材を前記フィルタに接触させるので、充填容積縮小及びフィル
タ室の充填空間を分離するとともに、充填時の実効的なフィルタサイズを小さくすること
ができ液体の充填性が向上する。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明が適用されるインクジェット記録装置の要部構成斜視図である。
【図２】　図１に示したインクジェット記録装置の内部構成を説明するための側面構成図
である。
【図３】　本発明によるインクジェットヘッドの基本構成の分解図である。
【図４】　図３に示したインクジェットヘッドを静電駆動方式とした場合の、組立後の断
面詳細図である。
【図５】　フィルタ室のフィルタ面と垂直な方向の断面の簡略図である。
【図６】　フィルタ室の変形例を示す図である。
【図７】　本発明による中間部材の一例を示す図である。
【図８】　中間部材をフィルタに接触状態で固定する方法を示す図である。
【図９】　中間部材の変形例を示す図である。
【図１０】　中間部材の他の変形例を示す図である。
【図１１】　本発明による中間部材の他の実施例を説明するための図である。
【図１２】　本発明による中間部材の他の実施例を説明するための図である。
【図１３】　本発明による中間部材の他の実施例を説明するための図である。
【図１４】　本発明による中間部材の他の実施例を説明するための図である。
【図１５】　本発明による中間部材の他の実施例を説明するための図である。
【図１６】　本発明による中間部材の他の実施例を説明するための図である。
【図１７】　本発明による中間部材の他の実施例を説明するための図である。
【図１８】　中間部材の位置を変えた時の動作説明をするための図である。
【図１９】　中間部材の位置を変えた時の動作説明をするための図である。
【図２０】　インク充填時の動作説明をするためのシーケンス図である。
【図２１】　インク充填時の動作説明をするためのシーケンス図である。
【図２２】　インク充填時の動作説明をするためのシーケンス図である。
【図２３】　本発明の他の実施例を説明するための要部構成図である。
【図２４】　図２３に示した実施例の動作説明をするためのシーケンス図である。
【符号の説明】
１…記録装置本体、２…印字機構部、３…用紙、４…給紙カセット、５…手差しトレイ、
６…排紙トレイ、１１…主ガイドロッド、１２…従ガイドロッド、１３…キャリッジ、１
４…インクジェットヘッド、１５…インクカートリッジ、１６…回復装置、２０…インク
ジェットヘッド部、２１…液室基板、２２…電極基板、２３…ノズル板、２４…配電部材
、２５，２６…インク流路部材、２７…フィルタ、２８，２８ａ，２８ｂ…インク流路、
２９…配電部材用貫通穴、３１…流体抵抗、３２…加圧液室、３３…振動板、３４…ノズ
ル、３５…フィルタ室、３５ａ…フィルタ室の内壁、３６…気泡、４０，４１，４２，４
３…中間部材、４６…気泡トラップ空間、５１…加圧部材。
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